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（
健
康
福
祉
課
）

○
成
人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

　
平
成
26
年
10
月
１
日
か
ら
、
成
人

用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
公
費

助
成
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
に
、
65
歳
、
70
歳
、

75
歳
、
80
歳
、
85
歳
、
90
歳
、
95
歳
、

１
０
０
歳
、
１
０
１
歳
以
上
の
各
年

齢
に
該
当
さ
れ
る
方
で
、
い
ま
ま
で

に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
公
費
助
成
（
３
，

０
０
０
円
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
期
間
は
、
３
月
31
日
ま
で
で

す
の
で
、
お
早
め
に
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。

○
水
痘
（
み
ず
ぼ
う
そ
う
）

　
水
痘
予
防
接
種
が
、
平
成
26
年
10

月
１
日
か
ら
定
期
予
防
接
種
と
な
り
、

公
費
で
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
平
成
26
年
度
限
り
の
特
例
措
置
と

し
て
、
満
３
歳
か
ら
満
４
歳
の
方
は
、

１
回
接
種
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
す
で
に
水
痘
に
か
か
っ
た

こ
と
が
あ
る
方
や
、
ワ
ク
チ
ン
を
接

種
さ
れ
た
方
は
対
象
外
で
す
。
期
間

は
、
３
月
31
日
ま
で
で
す
の
で
、
お

早
め
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
セ
ン
タ
ー
　

（84）
１
９
１
０

　
受
給
条
件
は
、
所
得
に
よ
り
算
定

し
た
児
童
扶
養
手
当
額
が
年
金
額
よ

り
も
多
い
場
合
と
な
り
ま
す
。

　
年
金
額
と
の
差
額
分
を
児
童
扶
養

手
当
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。

※ 

一
部
支
給
判
定
の
場
合
、
一
部
支

給
停
止
後
の
金
額
と
の
比
較
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
平
成
26
年
11
月
30
日
ま
で
に
児
童

や
受
給
者
が
年
金
を
受
給
で
き
る

（
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
る
場
合

を
含
む
）
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
資

格
喪
失
と
な
り
、
す
で
に
支
払
っ
た

児
童
扶
養
手
当
は
返
納
し
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
平
成
26
年
12
月
分
以

降
に
年
金
額
と
の
差
額
を
児
童
扶
養

手
当
で
受
給
す
る
場
合
に
は
、
児
童

扶
養
手
当
の
新
規
認
定
の
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

※ 

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
今
ま
で
通

り
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

・ 

児
童
が
、
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
ま
た

は
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き

・ 

児
童
が
、
父
ま
た
は
母
に
支
給
さ

れ
る
公
的
年
金
の
加
算
対
象
と
な

っ
て
い
る
場
合

・ 

受
給
者
が
、
公
的
年
金
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

○
申
請
期
日

　
３
月
31
日
(火)
ま
で

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
た
め

児
童
扶
養
手
当
が
受
給
で
き
な
か
っ

た
人
に
つ
い
て
、
平
成
26
年
12
月
１

日
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
児
童
扶
養

手
当
が
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

児
童
扶
養
手
当
制
度
改
正
の

お
知
ら
せ
　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
公
費
助
成

に
つ
い
て

パ
パ
・
マ
マ
教
室
の
開
催
に

つ
い
て

　手洗い、うがいをしましょう　

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
町
で
は
、
元
気
な
赤
ち
ゃ
ん
が
生

ま
れ
育
つ
よ
う
、
ま
た
妊
娠
中
の
生

活
が
不
安
な
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
パ

パ
・
マ
マ
教
室
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

お
友
だ
ち
づ
く
り
の
場
と
し
て
も
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時

１
日
目
　
２
月
25
日
(水)

　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

２
日
目
　
２
月
28
日
(土)

　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
45
分

○
内
容

１
日
目

　
助
産
師
・
栄
養
士
に
よ
る
講
話

　 「
妊
娠
中
の
過
ご
し
方
」、「
妊
娠
中

の
栄
養
」

２
日
目

　 

ビ
デ
オ
鑑
賞
「
赤
ち
ゃ
ん
・
こ
の

す
ば
ら
し
き
生
命
」、お
ふ
ろ
の
入

れ
方
実
習
、母
乳
相
談

○
対
象
者

　
町
内
在
住
の
妊
婦
及
び
そ
の
家
族

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
２
月
23
日
(月)
ま
で
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。（
土
日
は
除
く
）

　
保
健
セ
ン
タ
ー
　

（84）
１
９
１
０

（例）支給とならない場合 （例）支給となる場合

所得判定の結果、全額支給対象と判定
（児童１人の場合）

支給月額　41,140円

所得判定の結果、全額支給対象と判定
（児童１人の場合）

支給月額　41,140円

受給年金月額　50,000円 受給年金月額　30,000円

受給年金額の50,000円のほうが児
童扶養手当月額より多いので支給と
ならない。

受給年金額の30,000円との差額
11,140円が、児童扶養手当として支
給となる。


